
 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. １ 事業名 新地町埋蔵文化財発掘調査事業、作田東地区 事業番号 Ａ－４－１ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 1,681（千円） 全体事業費 1,681（千円） 

事業概要 

別途進められる防災集団移転促進事業の移転先の整備に先立ち、造成に際して必要となる試掘を迅速に

行う。地区内に「桜壇古墳」があり、さらに町内には遺跡が 162 箇所あることから、遺跡が発見される可

能性は低いとはいえず、さらに該当した場合には、別途本調査を行うこととなる。調査対象面積は、概算

で 2,900 ㎡程度の見通しである。 

（「第一次新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照） 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

試掘、出土品整理、報告書作成 

 

＜平成 25 年度＞ 

  

 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したことから、集団移

転先地区の整備に伴う埋蔵文化財への配慮が必要となる。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ２ 事業名 新地町埋蔵文化財発掘調査事業、作田西地区 事業番号 Ａ－４－２ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 2,160（千円） 全体事業費 2,160（千円） 

事業概要 

別途進められる防災集団移転促進事業の移転先の整備に先立ち、造成に際して必要となる試掘を迅速に

行う。地区内に「熊野古墳群」があり、さらに町内には遺跡が 162 箇所あることから、遺跡が発見される

可能性は低いとはいえず、さらに該当した場合には、別途本調査を行うこととなる。調査対象面積は、概

算で 5,200 ㎡程度の見通しである。 

（「第一次新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照） 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

試掘、出土品整理、報告書作成 

 

＜平成 25 年度＞ 

 

  

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したことから、集団移

転先地区の整備に伴う埋蔵文化財への配慮が必要となる。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ３ 事業名 新地町埋蔵文化財発掘調査事業、中島地区 事業番号 Ａ－４－３ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 5,459（千円） 全体事業費 5,459（千円） 

事業概要 

別途進められる防災集団移転促進事業の移転先の整備に先立ち、造成に際して必要となる試掘を迅速に

行う。地区内に「谷地小屋要害遺跡」があり、さらに町内には遺跡が 162 箇所あることから、遺跡が発見

される可能性は低いとはいえず、さらに該当した場合には、別途本調査を行うこととなる。調査対象面積

は、概算で 20,000 ㎡程度の見通しである。 

（「第一次新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照） 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

試掘、出土品整理、報告書作成 

 

＜平成 25 年度＞ 

 

  

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したことから、集団移

転先地区の整備に伴う埋蔵文化財への配慮が必要となる。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ４ 事業名 道路事業(市街地相互の連絡道路)           

（一）新地停車場釣師線整備事業 

事業番号 Ｄ－１－１ 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 630,000（千円） 全体事業費 750,000（千円） 

事業概要 

本事業は、津波により壊滅的な被害を受けた中島地区における土地区画整理事業関連の幹線道路を整備

するものである。 

中島地区の土地区画整理事業ではＪＲ常磐線の新駅を核とし、役場や中心市街地が計画されており、そ

の新新地駅と主要地方道相馬亘理線間を相互に接続することから中島地区のメインストリートとなる道路

を整備するものである。 

構造的には二級河川砂子田川を橋梁で横断し、役場前の道路である県道赤柴中島線と接続、それより東

へ向かいＪＲ常磐線と県道相馬亘理線を立体交差し、盛土構造の相馬亘理線へランプにて接続する構造と

している。新地町事業である中島地区土地区画整理事業計画と調整を図り測量・設計等の調査に着手した

いと考えている。 

また、新地町復興計画には「新地駅まちなか形成事業」としての位置付けとなっており安全安心の確保

に不可欠なことから、地域住民の期待も高く、早期完成が望まれている路線である。 

延長約 2.4km、W＝6.0（10.0）m   

（「（第一次）新地町復興計画」の 32～33 ページ「（4）新地駅まちなか形成事業」⑥駅周辺の県道整備を参

照） 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量・調査・設計 

＜平成 25 年度＞ 

用地買収と一部工事に着手予定 

東日本大震災の被害との関係 

JR 常磐線（新地駅）及び釣師浜漁港の周辺地区を含む当路線の全区間が、津波による被害を受けており、

沿線集落の大部分も災害危険区域の指定（H23.12.27 告示）を受け、集団移転が進められている。このため、

移設する新地駅周辺の土地区画整理事業と連携を図りながら整備を進めるものである。中島地区の世帯は

津波により全壊。ＪＲ常磐線が新ルートで整備されることから、現道については原形復旧ができないため

新ルートでの道路整備となった。 

関連する災害復旧事業の概要 

土地区画整理事業及びＪＲ常磐線の新ルートが計画され、付替となることから災害復旧工事での対応が

不可能であるため新ルートで計画となった。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名 （なし） 

交付団体  

基幹事業との関連性 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ５ 事業名 道路事業(市街地相互の連絡道路)           

（一）赤柴中島線整備事業 

事業番号 Ｄ－１－２ 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 50,000（千円） 全体事業費 50,000（千円） 

事業概要 

本事業は、津波により壊滅的な被害を受けた中島地区における土地区画整理事業関連の幹線道路を整備す

るものである。 

中島地区の土地区画整理事業ではＪＲ常磐線の新駅を核とし、役場や中心市街地が計画されており、その

新新地駅より役場を通り、国道 6 号までの間を相互に接続することから中島地区のメインストリートとな

る道路を整備するものである。 

構造的には県道新地停車場釣師線交差部より二級河川砂子田川の河川沿いを並行に通り、役場の前を通り、

国道 6 号へ接続している。盛土計画の土地区画整理事業と並行することから若干の盛土構造となる計画で

ある。 

新地町事業である中島地区土地区画整理事業計画と調整を図り測量・設計等の調査に着手したいと考えて

いる。 

また、新地町復興計画には「新地駅まちなか形成事業」としての位置付けとなっており安全安心の確保に

不可欠なことから、地域住民の期待も高く、早期完成が望まれている路線である。 

延長約 0.4km、W＝6.0（10.0）、 

（「（第一次）新地町復興計画（基本計画）」の 23～24 ページ「（4）新地駅まちなか形成事業」⑥駅周辺の

県道整備を参照） 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

調査・測量・設計、都市計画決定手続、用地取得。 

 

＜平成 25 年度＞ 

 

     

東日本大震災の被害との関係 

JR 常磐線（新地駅）及び釣師浜漁港の周辺地区を含む当路線の区間も、津波による被害を受けており、沿

線集落の大部分も災害危険区域の指定（H23.12.27 告示）を受け、集団移転が進められている。このため、

移設する新地駅周辺の土地区画整理事業と連携を図りながら整備を進めるものである。中島地区の世帯は

津波により全壊。ＪＲ常磐線が新ルートで整備されることから、現道については原形復旧ができないため

新ルートでの道路整備となった。 

津波による被害に対応して盛土構造による土地区画整理事業の実施が予定されている。このため同事業と

連携を図りながら整備を進めるものである。 

関連する災害復旧事業の概要 

土地区画整理事業及びＪＲ常磐線の新ルートが計画され、付替となることから災害復旧工事での対応が

不可能であるため新ルートで計画となった。 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ６ 事業名 道路事業(市街地相互の連絡道路)           

（一）金山新地停車場線整備事業 

事業番号 Ｄ－１－３ 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 334,000（千円） 全体事業費 350,000（千円） 

事業概要 

本事業は、津波により壊滅的な被害を受けた中島地区における土地区画整理事業内の幹線道路を整備す

るものである。 

中島地区の土地区画整理事業ではＪＲ常磐線の新駅を核とし、役場や中心市街地が計画されており、そ

の新新地駅より北方面の作田地区の高台移転地間を相互に接続することから中島地区のメインストリート

となる道路を整備するものである。 

駅前の平地部を通り駅北側で計画されている「ほ場整備事業区間」を通るルートであり盛土構造である

区画整理事業との整合を図り若干の盛土構造となっている。新地町事業である中島地区土地区画整理事業

計画と調整を図り測量・設計等の調査に着手したいと考えている。 

また、新地町復興計画には「新地駅まちなか形成事業」としての位置付けとなっており安全安心の確保

に不可欠なことから、地域住民の期待も高く、早期完成が望まれている路線である。 

延長約 1.0km、W＝6.0（10.0）m   

（「（第一次）新地町復興計画」の 32～33 ページ「（4）新地駅まちなか形成事業」⑥駅周辺の県道整備を参

照） 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量・調査・設計 

＜平成 25 年度＞ 

用地買収と一部工事に着手予定 

東日本大震災の被害との関係 

新地駅周辺の区間において津波による被害を受けており、これに対応して宅地の嵩上げを含む土地区画

整理事業の実施が予定されている。このため移設する新地駅周辺の土地区画整理事業と連携を図りながら

整備を進めるものである。 

JR 新地駅は津波により全壊。ＪＲ常磐線が新ルートで整備されることから、現道については原形復旧が

できないため新ルートでの道路整備となった。 

関連する災害復旧事業の概要 

現道部は、JR 常磐線が新しいルートで計画されているため災害復旧工事での現状復旧工事での対応が不

可能であり、今後の中心市街地となる中島地区の土地区画整理事業との接続を考慮した新ルートで計画す

ることとなった。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名 （なし） 

交付団体  

基幹事業との関連性 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ７ 事業名 大戸浜富倉線道路整備事業 事業番号 Ｄ－１－４ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 246,000（千円） 全体事業費 382,000（千円） 

事業概要 

漁港を中心として水産・観光等の施設の整備を進める大戸浜地区は、防災集団移転促進事業の移転先住

宅地の１つでもあるため、大戸浜地区から町の西側の市街地へ、津波等の災害発生時に避難するための東

西方向の道路整備を図る。このうち、JR 常磐線との交差部については、円滑な避難のため陸橋の整備を図

る。 

延長約 1,050m、W＝5.5（9.25）m 

「（第一次）新地町復興計画」においては、10 ページ「（1）安全・安心なまちづくり、①災害に備えるまち

づくり」において、「避難路としての東西道路の整備、踏切の立体化等により町の安全性を高める」と位置

づけている。 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量及び実施設計、橋梁予備設計、用地買収。 

＜平成 25 年度＞ 

橋梁詳細設計、道路改良工事。 

 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した大戸浜集落は災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したものの、漁

港及び水産関連機能は再整備を進めることに加え、新たに防災緑地公園なども整備を図ることから、就業

者や施設利用者が緊急時に西側の市街地へと円滑に避難できる道路の整備を進める必要がある。 

また町内では、東日本大震災の津波からの避難時に JR 踏切で足止めされたことによる犠牲者もあったこ

とから、避難路における踏切の解消は必要不可欠の課題となっている。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

釣師浜漁港や海岸の防潮堤、地区北側を流れる濁川の堤防において災害復旧事業が進められている。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ８ 事業名 新地町（仮）愛宕第二地区災害公営住宅整備事業 事業番号 Ｄ－４－１ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 952,100（千円） 全体事業費 952,100（千円） 

事業概要 

自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定した公営住宅を町の中心部にいち早く建設し、町

内への定住を図るとともに、復興の進展を広く印象づける。住戸タイプとしては、大きく分けて RC 造の中

層タイプを想定する。 

当事業については第一回の交付決定をいただき事業着手済であるが、実施設計の進展により事業費の変

更を申請するものである。 

戸数：30 戸 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

敷地測量・地質調査・基本設計・用地買収・補償。 

＜平成 25 年度＞ 

造成工事・建築工事（買取事業） 

 

東日本大震災の被害との関係 

 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼって

おり、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存

在が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

（なし） 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

  



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ９ 事業名 新地町原地区災害公営住宅整備事業 事業番号 Ｄ－４－２ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 143,500（千円） 全体事業費 143,500（千円） 

事業概要 

 

自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定した公営住宅を建設し、町内への定住を図る。住戸

タイプとしては、木造戸建てタイプを想定する。 

戸数：6戸 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照） 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量等調査・実施設計・用地取得。 

造成工事・建築工事。 

＜平成 25 年度＞ 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼってお

り、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存在

が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

（特になし） 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 10 事業名 新地町作田地区災害公営住宅整備事業 事業番号 Ｄ－４－３ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 337,500（千円） 全体事業費 337,500（千円） 

事業概要 

 

自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定した公営住宅を建設し、町内への定住を図る。住戸

タイプとしては、木造戸建てタイプを想定する。 

戸数：約 20 戸 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照） 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量等調査・実施設計・用地取得。 

造成工事。 

＜平成 25 年度＞ 

建築工事。 

 

東日本大震災の被害との関係 

 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼってお

り、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存在

が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

（特になし） 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 11 事業名 新地町雀塚地区災害公営住宅整備事業 事業番号 Ｄ－４－４ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 420,000（千円） 全体事業費 420,000（千円） 

事業概要 

 

自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定した公営住宅を建設し、町内への定住を図る。住戸

タイプとしては、木造戸建てタイプを想定する。 

戸数：約 25 戸 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照） 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量等調査・実施設計・用地取得。 

造成工事。 

＜平成 25 年度＞ 

建築工事。 

 

東日本大震災の被害との関係 

 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼってお

り、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存在

が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

（特になし） 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 12 事業名 新地町災害公営住宅事業化調査 事業番号 D-4-1-1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 5,000（千円） 全体事業費 5,000（千円） 

事業概要 

 

自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定した公営住宅を建設するための、町全体での立地配

分や住戸タイプなどマスタープランを検討するとともに、別途実施予定の災害公営住宅家賃低廉化事業の

実施方策等も合わせて検討し、円滑な事業実施を図る。 

戸数：約 150 戸 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照） 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 23 年度＞ 

関連資料収集、調査、成果の取りまとめ。 

 

     

東日本大震災の被害との関係 

 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼってお

り、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存在

が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

（特になし） 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｄ－４－１ 

事業名 新地町（仮）愛宕第二地区災害公営住宅整備事業 

交付団体 新地町 

基幹事業との関連性 

災害公営住宅の建設に際しては、被災前のコミュニティの維持に配慮し、防災集団移転促進事業による複

数の移転先の住宅地のうち主要な地区には災害公営住宅の整備を予定するほか、復興を先導する事業とし

ての役割も期待されるなど、災害公営住宅整備事業を復興促進へと効果的に繋げる方策の検討が必要とな

る。 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 13 事業名 新地町（仮）愛宕第二地区災害公営住宅駐車場整備事業 事業番号 D-4-1-2 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 22,680（千円） 全体事業費 22,680（千円） 

事業概要 

 

自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定した公営住宅を建設し、町内への定住を図ることに

伴い必要となる駐車場の整備を行う。 

整備数：約 60 台（1戸あたり 2台） 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量等調査、実施設計、用地取得、造成工事。 

＜平成 25 年度＞ 

舗装工事 

 

東日本大震災の被害との関係 

 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼってお

り、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存在

が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。また、津波被害を受けた JR 常磐線の再開に

は長期間を要する見込みのため、自家用車の役割が高まっていることに対応した駐車場の整備を行う。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

（特になし） 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｄ－４－１ 

事業名 新地町（仮）愛宕第二地区災害公営住宅整備事業 

交付団体 新地町 

基幹事業との関連性 

災害公営住宅の建設に際しては、被災前の生活に近い生活利便性を確保することを目指し、住宅の整備に

合わせて適切な数の駐車場の整備を図る。 

 

 

 

  



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 14 事業名 新地町原地区災害公営住宅駐車場整備事業 事業番号 D-4-2-1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 9,120（千円） 全体事業費 15,120（千円） 

事業概要 

 

自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定した公営住宅を建設し、町内への定住を図ることに

伴い必要となる駐車場の整備を行う。 

整備数：約 40 台（1戸あたり 2台） 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量等調査、実施設計、用地取得、造成工事。 

＜平成 25 年度＞ 

舗装工事。 

 

東日本大震災の被害との関係 

 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼってお

り、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存在

が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。また、津波被害を受けた JR 常磐線の再開に

は長期間を要する見込みのため、自家用車の役割が高まっていることに対応した駐車場の整備を行う。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

（特になし） 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｄ－４－２ 

事業名 新地町原地区災害公営住宅整備事業 

交付団体 新地町 

基幹事業との関連性 

災害公営住宅の建設に際しては、被災前の生活に近い生活利便性を確保することを目指し、住宅の整備に

合わせて適切な数の駐車場の整備を図る。 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 15 事業名 新地町作田地区災害公営住宅駐車場整備事業 事業番号 D-4-3-1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 9,120（千円） 全体事業費 15,000（千円） 

事業概要 

 

自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定した公営住宅を建設し、町内への定住を図ることに

伴い必要となる駐車場の整備を行う。 

整備数：約 40 台（1戸あたり 2台） 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量等調査・実施設計・用地取得。 

造成工事。 

＜平成 25 年度＞ 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼってお

り、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存在

が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。また、津波被害を受けた JR 常磐線の再開に

は長期間を要する見込みのため、自家用車の役割が高まっていることに対応した駐車場の整備を行う。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

（特になし） 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｄ－４－３ 

事業名 新地町作田地区災害公営住宅整備事業 

交付団体 新地町 

基幹事業との関連性 

災害公営住宅の建設に際しては、被災前の生活に近い生活利便性を確保することを目指し、住宅の整備に

合わせて適切な数の駐車場の整備を図る。 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 16 事業名 新地町雀塚地区災害公営住宅駐車場整備事業 事業番号 D-4-4-1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 11,250（千円） 全体事業費 18,750（千円） 

事業概要 

 

自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定した公営住宅を建設し、町内への定住を図ることに

伴い必要となる駐車場の整備を行う。 

整備数：約 50 台（1戸あたり 2台） 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量等調査・実施設計・用地取得。 

造成工事。 

＜平成 25 年度＞ 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼってお

り、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存在

が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。また、津波被害を受けた JR 常磐線の再開に

は長期間を要する見込みのため、自家用車の役割が高まっていることに対応した駐車場の整備を行う。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

（特になし） 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｄ－４－４ 

事業名 新地町雀塚地区災害公営住宅整備事業 

交付団体 新地町 

基幹事業との関連性 

災害公営住宅の建設に際しては、被災前の生活に近い生活利便性を確保することを目指し、住宅の整備に

合わせて適切な数の駐車場の整備を図る。 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 17 事業名 新地町津波復興拠点整備事業 事業番号 Ｄ－15－１ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 53,600（千円） 全体事業費 4,541,000（千円） 

事業概要 

町役場に隣接し、JR 常磐線及び新地駅の移設整備が予定される中島地区において、津波防災に対応した

面的市街地整備として、被災市街地復興土地区画整理事業により新たに復興した町のシンボルとなる地区

の整備を図る。また、本事業実施に必要な津波防災拠点施設の確保をするため用地の買収を行うとともに、

必要な公共公益施設の整備を行う。 

面積：9.2ha 

「（第一次）新地町復興計画」の 32、33 ページ「（4）新地駅まちなか形成事業」③津波復興拠点整備事業

において「消防団や婦人消防隊の研修などを行う防災センター、大災害時の物資や災害派遣を受け入れる

ための防災広場（平常時は訓練に使用）、物資の備蓄倉庫、地下式貯水槽などの整備を検討します」と位置

づけている。 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度～27 年度＞ 

津波復興拠点造成工事、公共施設整備（道路等、水路、公園、広場等）、測量試験費、移転移設費、津波防

災拠点の整備費 

 

東日本大震災の被害との関係 

町役場に隣接する地区でありながら、津波により全壊 70 戸、大規模半壊 5戸、半壊２戸という被害を受け

た中島集落を安全な市街地として再生するため、宅地の嵩上げを含む新たな都市基盤施設の整備が必要で

ある。また、被災前に事業中で被災により休止となった「新地駅前土地区画整理事業」の区域についても

一体的な地区として整備を図る。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

地区に隣接する一般県道・赤柴中島線や砂子田川において災害復旧事業が進められている。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 18 事業名 新地町中島地区都市再生事業計画作成 事業番号 Ｄ－17－１ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 165,500（千円） 全体事業費 165,500（千円） 

事業概要 

町役場に隣接し、JR 常磐線及び新地駅の移設整備が予定される中島地区において、津波防災に対応した

面的市街地整備として、都市再生土地区画整理事業により新たに復興した町のシンボルとなる地区の整備

を図る。（地区内一部において、津波復興拠点事業の導入も検討。） 

よって、本事業実施に係る都市再生事業計画案の作成を行う。 

面積：26.0ha（津波復興拠点整備事業を導入する街区を含む面積） 

 

（「（第一次）新地町復興計画」の 32、33 ページ「（4）新地駅まちなか形成事業」②土地区画整理事業の見

直し、実施を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

調査・測量・設計。 

都市計画決定手続・事業計画書作成。 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

町役場に隣接する地区でありながら、津波により全壊 70 戸、大規模半壊 5戸、半壊 2戸という被害を受け

た中島集落を安全な市街地として再生するため、宅地の嵩上げを含む新たな都市基盤施設の整備が必要で

ある。また、被災前に事業中で被災により休止となった「新地駅前土地区画整理事業」の区域についても

一体的な地区として整備を図る。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

地区に隣接する一般県道、赤柴中島線や砂子田川において災害復旧事業が進められている。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 19 事業名 都市公園事業（防災緑地） 

埒浜地区外防災緑地基本計画策定 

事業番号 Ｄ-22-1-1 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 50,000（千円） 全体事業費 50,000（千円） 

事業概要 

津波被害を受けた沿岸集落と農地の跡地に、津波の減衰効果等を発揮する防災緑地を整備するための基本

計画の策定を実施する。 

なお、地区南端の砂子田川の南側には新地町による防災公園が整備される。 

 

（「（第一次）新地町復興計画（基本計画）」の 19～20 ページ「（3）海のあるまち再生事業」②公園緑地の

整備を参照）。 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

調査、測量・設計、都市計画・事業計画の変更認可申請・決定手続 

＜平成 25 年度＞ 

工事着手。 

 

東日本大震災の被害との関係 

津波による甚大な被害を受けた埒浜集落のほぼ全域が災害危険区域の指定（H23.12.27 告示）を受けており、

集団移転事業が進められている。この跡地を活用し防災緑地の整備を進める。 

新地町「防災のまちづくり」におけるインフラ整備の基本的な考え方は、防災拠点となる役場と国道 6 号

を浸水から守ることとしているため、海岸堤防及び防災緑地を主たる津波防御施設としてシミﾕレーション

を行い、本事業の規模を計画している。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

予定地区内の沿岸部に位置する主要地方道、相馬亘理線や海岸の防潮堤において災害復旧事業が進められ

ている。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｄ－２２－1 

事業名 都市公園事業（防災緑地） 

交付団体 福島県 

基幹事業との関連性 

埒浜地区防災緑地公園整備事業（基幹事業）において迅速な事業展開が図れるよう、基本計画を策定する。

（詳細設計からは基幹事業に含む） 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 20 事業名 新地町防災集団移転促進事業 事業番号 Ｄ－23－１ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 224,335（千円） 全体事業費 224,335（千円） 

事業概要 

津波により全壊した集落（埒浜・作田、釣師、大戸浜、小川の田中地区など）の住民の生活再建を既存

コミュニティに配慮しつつ進めるため、安全な地区に新たな住宅地を造成し、集団移転を図る。 

移転先候補：５地区、面積：21.8ha 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照） 

* 事業期間は H23～27 だが、現時点で対象者や地区が未確定のため、H23,24 年度の調査計画費のみを計上 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

調査、測量・設計、都市計画・事業計画の変更認可申請・決定手続。 

 

＜平成 25 年度＞ 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したため、移転先住宅地

の整備が必要である。また、沿岸部の農地も津波被害により復旧困難な面積が大きいため、既存市街地周

辺の農地の転用による宅地開発は、復興に向けた農業振興の観点から最小限に抑える必要がある。このた

め、概ね標高 10m 以上の丘陵地を主な移転先候補として、集団転移に対応する住宅地の造成を図る。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

沿岸部の集落を経由する主要地方道相馬亘理線や町道、海岸の防潮堤、河川堤防において災害復旧事業が

進められている（移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

  



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 21 事業名 農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計

画) 

事業番号 Ｃ－１－１ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 35,000（千円） 全体事業費 35,000（千円） 

事業概要 

ＪＲ駒ヶ嶺駅付近に位置する農地における地盤沈下の状況を調査し、津波被害の軽減に必要な対策を検

討する。 

また、津波被害を受けた西田地区において、除塩事業により復旧した水田で今年度作付を行ったが、８

月以降に一部で生育障害が発生したため、生育障害の原因の調査を実施し、原因の特定とその対策に必要

な調査計画を実施する。 

対象：新地地区実施計画一式（事業名「農山漁村地域復興基盤総合整備事業」予定面積１００ｈａ） 

「第１次 新地町復興計画」の１３ページ「（２）仕事の復興①農業の復興」にて、「排水機場の復旧及び

排水路の整備を計画的に行い、農業経営再開に向けた支援に取り組みます。」と記述。 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

調査、測量・概略設計。 

（追加分）原因調査、対策に必要な検討を行う。 

 

     

東日本大震災の被害との関係 

ＪＲ駒ヶ嶺駅付近の水田においては、津波被害や地盤沈下による排水不良が生じている。駒ヶ嶺地区幹

線排水路については地盤沈下に伴う流下能力の低下により津波被害の解消までにかなりの日数を要した。 

一方、駒ヶ嶺地区幹線排水路と交差するＪＲ常磐線については当地区以北で受けた甚大な津波被害のた

め移設整備の方向だが、数年後の開通となる見通しのため、当事業をＪＲ運休期間に実施すれば、工期の

短縮と事業費の抑制が可能となる。 

津波被害を受けた水田において生育障害が発生していることから、その対策を行うことにより、震災前

までの収量の回復を図る。 

本地業により、地盤沈下の状況等の現地調査及び生育障害の原因の調査を行い、復旧復興に必要な対策

を検討し、その結果を踏まえて必要な事業を選択、実施することとしている。 

関連する災害復旧事業の概要 

駒ヶ嶺地区幹線排水路の下流部で、地蔵川や立田川との合流部に位置する駒ヶ嶺排水機場において、災

害復旧事業が進められている。周辺農地については、福島県相双農林事務所により「除塩対策工事地区」

と「農地復旧工事地区」に位置づけられ、町事業として復旧を図っているが、排水路の流下能力の向上は

災害復旧工事の対象とはなっていない。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名 （なし） 

交付団体  



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 22 事業名 水産業共同利用施設復興整備事業 事業番号 Ｃ－７－１ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 730,900（千円） 全体事業費 962,290（千円） 

事業概要 

 東日本大震災により、壊滅的な被害を受けた本町の主要な産業である水産業の、円滑かつ迅速な復興を

図るため、町が水産業基盤再生に必要な施設及び周辺環境を整備し、水産物の安定供給と経営再開を実現

するために総合的な支援事業を実施する。 

▽事業量 

水産業共同利用施設の整備 

釣師浜漁港：荷捌き施設及び漁村センター及び水産物加工施設Ａ＝１，９８０㎡  

      製氷貯氷施設Ａ＝１３０㎡ 

      餌料保管解凍処理施設及び漁具倉庫Ａ＝６２５㎡ 

▽位置付け 

「第一次 新地町復興計画」の P28 (3)海のあるまち再生事業にて、「漁港の復旧、堤外地・堤内地の整備

など新たな漁港計画にもとづく港まちづくり、ブルーツーリズムをめざします」「岸壁のかさ上げ、電気・

水道、上架・製氷施設などの復旧、防波堤、防潮堤の復旧を急ぎます」と位置づけている。 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

 対象各施設の設計、改修等工事。 

＜平成 25 年度＞ 

 改修等工事。 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災により、本町沿岸部において９００ha を超える面積が津波により被害を受け、町沿岸部に

ある釣師浜漁港でも、ほとんどの施設が流失、全壊の被害を受けている。 

 沿岸部に住んでいた多くの漁業者や水産加工業者は、自宅を津波で流され、船や漁具、漁具を収める

倉庫なども失っており、将来の見通しが立っていない状況にある。さらに追い打ちをかけるように、原発

事故によって漁業再開の見通しも立っていないため、離職を考える人も少なくない。 

 震災前に共同利用施設を所持していた相馬双葉漁業協同組合では、現在水揚げがない状況で復旧・復

興作業のための費用を支出しているため、これ以上財政的に負担することは厳しい。町の主要な産業であ

る水産業がこのままでは立ち直ることもできないことが危惧されることから、町が水産業基盤整備を実施

し、いち早い水産業の再開を支援するために本事業を実施する。 

関連する災害復旧事業の概要 

災害復旧事業により、釣師浜漁港の岸壁や防波堤の復旧が進められており、平成２５年度までに完了予定

となっている。しかし災害復旧事業では施設の復旧費算定に経年減価方式を採るため、本町の古い被災施

設・設備等を復旧する場合には自己負担が大きく、現在の相馬双葉漁業協同組合では復旧が難しい状況に

あるため、本事業の導入により整備促進を図る。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 （なし） 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 23 事業名 道路事業(市街地相互の連絡道路)（主）相馬亘理線整

備事業 

事業番号 Ｄ－１－５ 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県（直接） 

総交付対象事業費 2,612,000（千円） 全体事業費 3,520,000（千円） 

事業概要 

本事業は、津波により壊滅的な被害を受けた大戸浜地区、中島地区、作田地区の高台移転集落等を相互

に接続し、中島地区土地区画整理事業と被災した JR 常磐線の新ルート整備とともに一体的な防災のまちづ

くりとして道路整備を実施するものである。 

大戸浜地区の高台からＪＲ常磐線の新駅が計画されている中島地区の平地部を通り、作田地区の高台へ

とつながるルートとなっており、二級河川砂子田川等を橋梁で交差し、県道新地駅停車場釣師線と交差し、

避難路となっている複数の町道をボックスカルバートで交差する構造であり、道路構造上必要最小限の盛

土構造となる。またこの盛土構造により、中島地区（土地区画整備事業）等、町中心部である国道 6 号よ

り東側地区の浸水被害を低減させるための機能を持ち合わせている。 

踏切による被災によりJR常磐線との立体交差が求められていることから、県道も立体交差となっている。 

現在、道路予備設計を実施中であり、引き続き測量設計に着手したいと考えている。 

新地町復興計画に「復興道路」として位置付けられており、町民の安全安心の確保に不可欠なことから、

地域住民の期待も高く、早期完成が望まれている。 

・延長約 3.5km、W＝6.0（10.0）m 

（「第一次 新地町復興計画」の２ページ「（1）安心・安心なまちづくり」②土地利用を参照） 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量及び実施設計。 

＜平成 25 年度＞ 

用地買収、一部工事着手。 

東日本大震災の被害との関係 

現道の相馬亘理線は、沿岸部の集落間を結ぶ生活道路であったが、集落の痕跡は跡形もなく、すべて津

波で流失し、大戸浜地区及び埒木崎地区の世帯は津波により全壊となった。そのため防災集団移転事業に

より高台移転を計画し、跡地に防災緑地を計画するとともに本路線による「多重防御」を講じ、防災拠点

施設となる役場及び、国道 6 号を浸水から守ることを基本的なコンセプトとしてまちづくりを計画してお

り、土地区画整理事業と一体的に本路線の整備を進めることが不可欠となっている。 

関連する災害復旧事業の概要 

被災区域内では海岸堤防、砂子田川及び三滝川の災害復旧事業をそれぞれ進めており、本事業との調整を

行っている。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名 （なし） 

交付団体  

基幹事業との関連性 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 24 事業名 新地町海岸近接等危険住宅移転事業(住宅・建築物安全

ストック形成事業) 

事業番号 Ｄ－１３－１ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 335,400（千円） 全体事業費 335,400（千円） 

事業概要 

別途進められる防災集団移転促進事業により、災害危険区域（移転促進区域）から集団移転先団地以外

の宅地へと自力で移り住宅再建を行う世帯もある程度の割合で出ることから、環境未来都市にふさわしく、

安全で良好な住宅建設を誘導するため、住宅建設に係る金融機関からの融資の利子相当分の支援を行い、

合わせて町外への人口流出の防止を図る。 

当事業は、国交省都市局「東日本大震災の被災地における市街地整備の運用について（ガイダンス）」（平

成 24 年１月）の 1-23 ページ、6)がけ地近接等危険住宅移転事業（復興交付金の対象事業）における「住

宅団地に係る戸数要件を満たさない等のために防集事業を実施できない場合には、本事業による住宅建設

等補助が可能であるので、必要に応じて防集事業との併用を検討されたい」との記述を踏まえて実施する

ものである。 

戸数：２ヵ年で 78 件を想定 

（「第一次 新地町復興計画」の 17、18 ページ「（3）住宅・暮らしの復興、②住宅の建設・取得の支援」

を参照） 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

 住宅建設費の利子補給及び引越し費用の補助（対象戸数を 39 戸と想定）。 

＜平成 25 年度＞ 

 住宅建設費の利子補給及び引越し費用の補助（対象戸数を 39 戸と想定）。 

東日本大震災の被害との関係 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約６００戸に上って

おり、災害危険区域からの防災集団移転促進事業が別途進められることから、集団移転先団地以外の宅地

に移り自力再建する意向の世帯も出てきているため、安全性や環境に配慮した住宅ストック形成に向けた

誘導措置が必要である。災害危険区域については H23.12.27 に指定告示済である。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 25 事業名 特定環境保全公共下水道事業 事業番号 Ｄ－２１－１ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 120,000（千円） 全体事業費 190,000（千円） 

事業概要 

別途進められる防災集団移転促進事業により移転先として整備される住宅地や中島地区土地区画整理事

業区域の下水道区域への編入や、津波により全壊し集団移転の対象となる集落（埒浜、釣師、大戸浜など）

における区域の再編などを実施し公共下水道事業の効果的な運営を図る。 

「第一次 新地町復興計画」の 17 ページ「（3）住宅・暮らしの復興、①社会経済基盤の復興」の「主な取

り組み」の中に「特定環境保全公共下水道の復旧、見直し」として位置づけている。 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

公共下水道区域の変更の調査委託、防災集団移転事業や災害公営住宅整備事業の敷地までの管渠整備実施

設計、一部管渠整備。 

 

＜平成 25 年度＞ 

管渠整備。 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落の災害危険区域への指定（H23.12.27 告示）に伴い、防災集団移転

促進事業が進められるほか、ＪＲ常磐線の移設整備に合わせて土地区画整理事業も進められ、新たな住宅

地が造成されることから、公共下水道区域の再編が必要である。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

沿岸部の集落を経由する主要地方道相馬亘理線や町道、海岸の防潮堤、河川堤防において災害復旧事業が

進められている（移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 26 事業名 釣師地区防災緑地公園基本計画策定事業 事業番号 D-22-2-1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 12,600（千円） 全体事業費 12,600（千円） 

事業概要 

津波被害を受けた沿岸集落と農地の跡地に、津波への防御効果を発揮する丘陵、樹林地や慰霊の丘、ス

ポーツ施設、津波避難ビル等からなる防災緑地公園を整備するため、基本計画の検討を行う。 

面積約 25ha。 

なお、この防災緑地公園は「第一次 新地町復興計画」の 28、29 ページにおいて「（3）海のあるまち再

生事業②公園緑地の整備」として位置づけているほか、改定予定の新地町地域防災計画にも位置づけられ

る事業である。また、当地区北端の砂子田川の北側の埒浜地区には福島県による防災緑地公園が整備され

る。 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

現況分析、造成検討、基本計画図の作成、概算工事費の算出。 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

津波による甚大な被害を受けた釣師集落のほぼ全域が災害危険区域の指定（H23.12.27 告示）を受けてお

り、防災集団移転促進事業が進められている。この跡地を活用し、津波防御やスポーツ施設など新たな機

能を有する防災緑地公園の整備を進める。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

予定地区内の沿岸部に位置する主要地方道相馬亘理線や町道、海岸の防潮堤、河川堤防において災害復

旧事業が進められている。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｄ－２２－２ 

事業名 釣師地区防災緑地公園整備事業 

交付団体 新地町 

基幹事業との関連性 

防災緑地公園の建設に際しては、公園としての通常の機能に加え、周辺に計画されている他施設と連携し

て津波防御機能を発揮することが必要であるほか、復興を先導する事業としての役割も期待されるなど、

防災緑地公園整備事業を復興促進へと効果的に繋げる方策の検討が必要となる。 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 27 事業名 新地町作田東地区防災集団移転促進事業 事業番号 Ｄ－２３－２ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 1,103,500（千円） 全体事業費 1,113,679（千円） 

事業概要 

津波により全壊した集落（埒浜・作田、釣師、大戸浜、小川の田中地区など）の住民の生活再建を既存

コミュニティに配慮しつつ進めるため、安全な地区に新たな住宅地を造成し、集団移転を図る。 

移転先候補：作田東地区、面積：2.1 ha 

 

（「第一次 新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

移転先用地取得・宅地整地工事・移転促進区域の買取等。 

＜平成 25 年度＞ 

公共施設整備等、住宅建設（ローン）利子補助、移転補助。 

＜平成 26、27 年度＞ 

住宅建設（ローン）利子補助、移転補助。 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したため、移転先住宅

地の整備が必要である。また、沿岸部の農地も津波被害により復旧困難な面積が大きいため、既存市街地

周辺の農地の転用による宅地開発は、復興に向けた農業振興の観点から最小限に抑える必要がある。この

ため、概ね標高 10m 以上の丘陵地を主な移転先候補として、集団転移に対応する住宅地の造成を図る。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

沿岸部の集落を経由する主要地方道相馬亘理線や町道、海岸の防潮堤、河川堤防において災害復旧事業が

進められている（移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 28 事業名 新地町作田西地区防災集団移転促進事業 事業番号 Ｄ－２３－３ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 1,535,996（千円） 全体事業費 1,557,601（千円） 

事業概要 

津波により全壊した集落（埒浜・作田、釣師、大戸浜、小川の田中地区など）の住民の生活再建を既存

コミュニティに配慮しつつ進めるため、安全な地区に新たな住宅地を造成し、集団移転を図る。 

移転先候補：作田西地区、面積：2.9 ha 

 

（「第一次 新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照） 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

移転先用地取得・宅地整地工事・移転促進区域の買取等。 

＜平成 25 年度＞ 

公共施設整備等、住宅建設（ローン）利子補助、移転補助。 

＜平成 26、27 年度＞ 

住宅建設（ローン）利子補助、移転補助。 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したため、移転先住宅

地の整備が必要である。また、沿岸部の農地も津波被害により復旧困難な面積が大きいため、既存市街地

周辺の農地の転用による宅地開発は、復興に向けた農業振興の観点から最小限に抑える必要がある。この

ため、概ね標高 10m 以上の丘陵地を主な移転先候補として、集団転移に対応する住宅地の造成を図る。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

沿岸部の集落を経由する主要地方道相馬亘理線や町道、海岸の防潮堤、河川堤防において災害復旧事業が

進められている（移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 29 事業名 新地町岡地区防災集団移転促進事業 事業番号 Ｄ－２３－４ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 1,761,047（千円） 全体事業費 1,774,387（千円） 

事業概要 

津波により全壊した集落（埒浜・作田、釣師、大戸浜、小川の田中地区など）の住民の生活再建を既存

コミュニティに配慮しつつ進めるため、安全な地区に新たな住宅地を造成し、集団移転を図る。 

移転先候補：岡地区、面積：3.8 ha 

 

（「第一次 新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

移転先用地取得・宅地整地工事・移転促進区域の買取等。 

＜平成 25 年度＞ 

公共施設整備等、住宅建設（ローン）利子補助、移転補助。 

＜平成 26、27 年度＞ 

住宅建設（ローン）利子補助、移転補助。 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したため、移転先住宅

地の整備が必要である。また、沿岸部の農地も津波被害により復旧困難な面積が大きいため、既存市街地

周辺の農地の転用による宅地開発は、復興に向けた農業振興の観点から最小限に抑える必要がある。この

ため、概ね標高 10m 以上の丘陵地を主な移転先候補として、集団転移に対応する住宅地の造成を図る。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

沿岸部の集落を経由する主要地方道相馬亘理線や町道、海岸の防潮堤、河川堤防において災害復旧事業が

進められている（移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 30 事業名 新地町雀塚地区防災集団移転促進事業 事業番号 Ｄ－２３－５ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 2,456,624（千円） 全体事業費 2,495,397（千円） 

事業概要 

津波により全壊した集落（埒浜・作田、釣師、大戸浜、小川の田中地区など）の住民の生活再建を既存

コミュニティに配慮しつつ進めるため、安全な地区に新たな住宅地を造成し、集団移転を図る。 

移転先候補：雀塚地区、面積：3.6 ha 

 

（「第一次 新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

移転先用地取得・宅地整地工事・移転促進区域の買取等。 

＜平成 25 年度＞ 

公共施設整備等、住宅建設（ローン）利子補助、移転補助。 

＜平成 26、27 年度＞ 

住宅建設（ローン）利子補助、移転補助。 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したため、移転先住宅

地の整備が必要である。また、沿岸部の農地も津波被害により復旧困難な面積が大きいため、既存市街地

周辺の農地の転用による宅地開発は、復興に向けた農業振興の観点から最小限に抑える必要がある。この

ため、概ね標高 10m 以上の丘陵地を主な移転先候補として、集団転移に対応する住宅地の造成を図る。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

沿岸部の集落を経由する主要地方道相馬亘理線や町道、海岸の防潮堤、河川堤防において災害復旧事業が

進められている（移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 31 事業名 新地町大戸浜地区防災集団移転促進事業 事業番号 Ｄ－２３－６ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 1,907,894（千円） 全体事業費 1,923,092（千円） 

事業概要 

津波により全壊した集落（埒浜・作田、釣師、大戸浜、小川の田中地区など）の住民の生活再建を既存

コミュニティに配慮しつつ進めるため、安全な地区に新たな住宅地を造成し、集団移転を図る。 

移転先候補：大戸浜地区、面積：4.1 ha 

 

（「第一次 新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

移転先用地取得・宅地整地工事・移転促進区域の買取等。 

＜平成 25 年度＞ 

公共施設整備等、住宅建設（ローン）利子補助、移転補助。 

＜平成 26、27 年度＞ 

住宅建設（ローン）利子補助、移転補助。 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したため、移転先住宅

地の整備が必要である。また、沿岸部の農地も津波被害により復旧困難な面積が大きいため、既存市街地

周辺の農地の転用による宅地開発は、復興に向けた農業振興の観点から最小限に抑える必要がある。この

ため、概ね標高 10m 以上の丘陵地を主な移転先候補として、集団転移に対応する住宅地の造成を図る。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

沿岸部の集落を経由する主要地方道相馬亘理線や町道、海岸の防潮堤、河川堤防において災害復旧事業が

進められている（移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 32 事業名 新地町埋蔵文化財発掘調査事業、岡地区 事業番号 Ａ－４－４ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 2,084（千円） 全体事業費 2,084（千円） 

事業概要 

別途進められる防災集団移転促進事業の移転先の造成に先立ち必要となる試掘を迅速に行う。岡地区内に

は原遺跡が確認されている。当事業による試掘の結果、造成により破壊される可能性が高いと判断される

場合、別途本調査を行う事となる。 

調査対象面積は、概算で 4,000 ㎡程度の見通しである。 

 

（「第一次 新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

試掘調査・出土品等の整理・報告書を取りまとめ。 

 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定(H23.12.27)した事から、集団移転先地区

の整備に伴う埋蔵文化財への配慮が必要となる。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

（防災集団移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 33 事業名 宮田踏込畑線道路整備事業（市街地相互の接続道路) 事業番号 D－1－6 

交付団体 新地町  事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 67,000（千円） 全体事業費 79,500（千円） 

事業概要 

津波被災地区の１つ、大戸浜地区の避難場所である緑地広場と大戸浜地区防災集団移転促進事業区域を

接続する道路であり、復興交付金で２次配分された「Ｄ－１－４大戸浜富倉線道路整備事業」と合わせて、

国道６号まで接続となる。 

・延長：L=0.5km、W=4.0（5.0）m 

「第一次 新地町復興計画」の 37 ページ「新地町復興土地利用構想」図にて、避難路と記載。 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

調査、測量・設計・用地買収。 

＜平成 25 年度＞ 

用地買収・物件補償、道路改良事業。 

＜平成 26 年度＞ 

道路改良工事。 

東日本大震災の被害との関係 

今回の道路事業は、津波被害があった大戸浜地区において、住民が避難した高台の緑地広場から、高台

を南北に縦断する路線である。震災直後は津波浸水・がれきのため周辺の道路が寸断され、高台である緑

地広場が孤立状態となった。住民は緑地広場から南に車 1 台がようやく通行できる山中の道路を１．５ｋ

ｍほど歩いて舗装道路までたどり着き、当町の避難所へ移動した。また、高台にあった家は津波の被害に

は遭わずに済んだが、道路の被害や水道・電気・電話・下水道のライフラインが断たれたため、自宅と他

への行き来・日常生活に不便な状態が続き、復旧まで多くの時間を要した。 

このことから、一時避難箇所の緑地広場より、大戸浜富倉線を通り国道６号への円滑な避難及び相互連

絡機能が図れるよう当該個所の整備を進める。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

なし。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 34 事業名 雁小屋北側接続道路整備事業（市街地相互の接続道路) 事業番号 D－1－7 

交付団体 新地町  事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 81,500（千円） 全体事業費 110,000（千円） 

事業概要 

防災集団移転促進事業による移転先地区の１つである雁小屋団地と県道赤芝中島線とを接続する道路で

あり、新地町中心部や国道６号との連絡を図るものである。現況は、圃場整備により整備された未舗装の

農道であり、防災集団移転整備事業に伴い拡幅工事と町道認定を行うものである。 

当団地には南側からのアクセスも考えられるが、新地高校や被災高齢者共同住宅が立地するため、当路

線の整備により南側の地区における通過交通の発生を極力少なくすることが必要となる。 

・延長：L=0.2km、W=5.5（7.0）m 

「第二次 新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照。 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

調査、測量・道路設計・橋梁概略設計。 

＜平成 25 年度＞ 

橋梁詳細設計、用地買収・物件補償、道路改良工事 

＜平成 26 年度＞ 

道路改良工事。 

 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したため、移転先住宅

地を概ね標高 10m 以上の丘陵地を主な移転先候補として、集団転移に対応する住宅地の造成を図る。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

なし。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 35 事業名 新地町岡地区災害公営住宅整備事業 事業番号 Ｄ－４－５ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 168,750（千円） 全体事業費 168,750（千円） 

事業概要 

別途進められる防災集団移転促進事業に合わせ、自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定し

た公営住宅を建設し、町内への定住を図る。住戸タイプとしては、木造戸建てタイプを想定する。 

戸数：10 戸 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照）  

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量等調査・実施設計・用地取得。造成工事。 

＜平成 25 年度＞ 

建築工事。 

 

東日本大震災の被害との関係 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼって

おり、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存

在が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。 

また、仮設住宅建設時に、被災前集落のコミュニティ維持や小学校区に配慮して入居先を決めたことか

ら、その取り組みをさらに進め、防災集団移転事業の移転先の各地区に災害公営住宅の建設を図る。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

（防災集団移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 36 事業名 新地町大戸浜地区災害公営住宅整備事業 事業番号 Ｄ－４－６ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 337,500（千円） 全体事業費 337,500（千円） 

事業概要 

別途進められる防災集団移転促進事業に合わせ、自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定し

た公営住宅を建設し、町内への定住を図る。住戸タイプとしては、木造戸建てタイプを想定する。 

戸数：20 戸 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照）  

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量等調査・実施設計・用地取得。造成工事。 

＜平成 25 年度＞ 

建築工事。 

 

東日本大震災の被害との関係 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼって

おり、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存

在が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。 

また、仮設住宅建設時に、被災前集落のコミュニティ維持や小学校区に配慮して入居先を決めたことか

ら、その取り組みをさらに進め、防災集団移転事業の移転先の各地区に災害公営住宅の建設を図る。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

（防災集団移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 37 事業名 新地町岡地区災害公営住宅駐車場整備事業 事業番号 D-4-5-1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 4,500（千円） 全体事業費 7,500（千円） 

事業概要 

別途進められる防災集団移転促進事業に合わせ、自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定し

た公営住宅を建設し、町内への定住を図ることに伴い必要となる駐車場の整備を行う。 

整備数：約 20 台（1戸あたり 2台） 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照）  

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量等調査・実施設計・用地取得。造成工事。 

＜平成 25 年度＞ 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼって

おり、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存

在が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。 

また、津波被害を受けた JR 常磐線の再開には長期間を要する見込みのため、自家用車の役割が高まって

いることに対応した駐車場の整備を行う。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

（防災集団移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｄ－４－５ 

事業名 新地町岡地区災害公営住宅整備事業 

交付団体 新地町 

基幹事業との関連性 

 

災害公営住宅の建設に際しては、被災前の生活に近い生活利便性を確保することを目指し、住宅の整備に

合わせて適切な数の駐車場の整備を図る。 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 38 事業名 新地町大戸浜地区災害公営住宅駐車場整備事

業 

事業番号 D-4-6-1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 9,000（千円） 全体事業費 15,000（千円） 

事業概要 

別途進められる防災集団移転促進事業に合わせ、自力再建が困難な世帯に向け、入居者を被災者に限定し

た公営住宅を建設し、町内への定住を図ることに伴い必要となる駐車場の整備を行う。 

整備数：40 台（1戸あたり 2台） 

（「（第一次）新地町復興計画」の 22、23 ページ「（1）すまい再建事業、③災害町営住宅整備事業」を参照）  

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

測量等調査・実施設計・用地取得。造成工事。 

＜平成 25 年度＞ 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼって

おり、災害危険区域からの防災集団移転促進事業も別途進められることから、自力再建が困難な世帯の存

在が想定されるため、新たに災害公営住宅の整備が必要である。 

また、津波被害を受けた JR 常磐線の再開には長期間を要する見込みのため、自家用車の役割が高まって

いることに対応した駐車場の整備を行う。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

（防災集団移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｄ－４－６ 

事業名 新地町大戸浜地区災害公営住宅整備事業 

交付団体 新地町 

基幹事業との関連性 

 

災害公営住宅の建設に際しては、被災前の生活に近い生活利便性を確保することを目指し、住宅の整備に

合わせて適切な数の駐車場の整備を図る。 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 39 事業名 新地町小規模住宅地区改良事業 事業番号 D－9－1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 276,446（千円） 全体事業費 276,446（千円） 

事業概要 

津波により２m以上の浸水被害を受けた原添地区において不良住宅の除去と、定住環境の確保のために改

良住宅の建設など小規模住宅地区改良事業を実施し、災害に強い住宅地としての再生を図る。 

「第一次 新地町復興計画」の 17 ページ「（3）住宅・暮らしの復興、②住宅の建設・取得の支援」にて

位置づけている。 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

調査・設計・用地取得・不良住宅の除却。 

＜平成 25 年度＞ 

実施設計、不良住宅の除却、工事。 

 

東日本大震災の被害との関係 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼって

おり、原添地区でも全壊９戸、大規模半壊１６戸などの被害を受けた。原添地区は集団移転ではなく現位

置再生を図ることとするが、災害危険区域からの防災集団移転促進事業や移転跡地における防災緑地公園

の整備が隣接する沿岸部で別途進められることから、沿岸部の総合的な防災計画と整合する住宅地の再生

が必要である。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名 （なし） 

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 40 事業名 新地町都市防災総合推進事業 事業番号 D－20－1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 30,000（千円） 全体事業費 30,000（千円） 

事業概要 

平成２４年１月に策定された「第一次 新地町復興計画」を実現するため、町の防災性の向上について

は、さらに科学的な説明資料を補強することが必要である。津波シミュレーション、避難シミュレーショ

ンなどを検討するとともに、沿岸部の総合的な防災計画にもとづく、広場等の公共施設整備計画を立案し、

地域住民の合意形成を図りつつ整備の推進を図る。さらに、施設整備後を見据え、地区における継続的な

防災まちづくり活動のあり方についても検討を行う。 

「第一次 新地町復興計画」の 10 ページ「（1）安心・安全なまちづくり、①災害に備えるまちづくり」

にて、（ハード整備により）「町の安全性を高めるとともに、ソフト面では住民による自主防災組織の活動

充実や、被災時にも利用可能な情報通体制の確立、地域防災計画の見直しなど、ハード・ソフトのバラン

スの良い防災まちづくりを推進します」と位置づけている。 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

津波シミュレーション・防災まちづくり計画の基礎検討（避難シミュレーション等）。 

＜平成 25 年度＞（未申請） 

（防災緑地等の計画検討・地域住民との合意形成。） 

東日本大震災の被害との関係 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼって

おり、災害危険区域からの防災集団移転促進事業や移転跡地における防災緑地公園の整備も別途進められ

ることから、沿岸部の総合的な防災計画にもとづく総合的な事業間調整と整備後の防災まちづくり計画の

検討が必要である。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

沿岸部に位置する主要地方道相馬亘理線や町道、海岸の防潮堤、河川堤防において災害復旧事業が進めら

れている。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名 （なし） 

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 41 事業名 新地町富倉地区防災集団移転促進事業 事業番号 Ｄ－２３－７ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 239,768（千円） 全体事業費 244,234（千円） 

事業概要 

津波により全壊した集落（埒浜・作田、釣師、大戸浜、小川の田中地区など）の住民の生活再建を既存

コミュニティに配慮しつつ進めるため、安全な地区に新たな住宅地を造成し、集団移転を図る。 

移転先候補：富倉地区、面積： 0.6ha 

移転戸数：７戸 

（「第一次 新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照） 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

移転先用地取得・宅地整地工事・移転促進区域の買取等。 

＜平成 25～27 年度＞ 

住宅建設（ローン）利子補助、移転補助。 

 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したため、移転先住宅

地の整備が必要である。また、沿岸部の農地も津波被害により復旧困難な面積が大きいため、既存市街地

周辺の農地の転用による宅地開発は、復興に向けた農業振興の観点から最小限に抑える必要がある。この

ため、概ね標高 10m 以上の丘陵地を主な移転先候補として、集団転移に対応する住宅地の造成を図る。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

沿岸部の集落を経由する主要地方道相馬亘理線や町道、海岸の防潮堤、河川堤防において災害復旧事業が

進められている（移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 42 事業名 新地町雁小屋西地区防災集団移転促進事業 事業番号 Ｄ－２３－８ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 190,435（千円） 全体事業費 194,262（千円） 

事業概要 

津波により全壊した集落（埒浜・作田、釣師、大戸浜、小川の田中地区など）の住民の生活再建を既存

コミュニティに配慮しつつ進めるため、安全な地区に新たな住宅地を造成し、集団移転を図る。 

移転先候補：雁小屋西地区、面積：0.4ha 

移転戸数：６戸 

（「第一次 新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業、①防災集団移転促進事業」を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

移転先用地取得・宅地整地工事・移転促進区域の買取等。 

＜平成 25～27 年度＞ 

住宅建設（ローン）利子補助、移転補助。 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落を災害危険区域に指定（H23.12.27 告示）したため、移転先住宅

地の整備が必要である。また、沿岸部の農地も津波被害により復旧困難な面積が大きいため、既存市街地

周辺の農地の転用による宅地開発は、復興に向けた農業振興の観点から最小限に抑える必要がある。この

ため、概ね標高 10m 以上の丘陵地を主な移転先候補として、集団転移に対応する住宅地の造成を図る。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

沿岸部の集落を経由する主要地方道相馬亘理線や町道、海岸の防潮堤、河川堤防において災害復旧事業が

進められている（移転先候補地における災害復旧事業はなし）。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 43 事業名 低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業 事業番号 Ｅ－１－１ 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町 

総交付対象事業費 16,560（千円） 全体事業費 51,750（千円） 

事業概要 

 

 防災集団移転事業による移転先として新たに整備される住宅地、災害危険区域（H23 年 12 月に指定済み）

からの個人的移転、津波被害区域からの個人的移転、津波被害区域内及び半壊以上の被害による浄化槽の

入れ替えのうち、公共下水道区域への編入が難しい地区においては、低炭素社会対応型浄化槽の導入を支

援し、復興に向けた良好な住宅環境の整備を図る。 

 

当面の事業概要 

＜平成 24、25、27 年度＞ 

浄化槽設置補助： ７人槽：20 基 

＜平成 26 年度＞ 

浄化槽設置補助： ７人槽：65 基 

 

東日本大震災の被害との関係 

 

町内においては、津波と地震による被災家屋（全壊、大規模半壊、半壊の合計）が約 600 戸にのぼってお

り、被災地区からの移転により新たに住宅地を造成する際、公共下水道区域から離れた場所では浄化槽が

必要である。また、被災区域内での再建及び地震による建て替え時に浄化槽を整備することで水質改善を

図る。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 （移転先候補地における災害復旧事業はなし。） 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 45 事業名 新地町埋蔵文化財発掘調査事業 事業番号 A-4-5 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町教育委員会 

総交付対象事業費 11,400（千円） 全体事業費 27,600（千円） 

事業概要 

東日本大震災の津波により再建困難と認定した地域には３５８世帯の家屋が存在していた。そのうち現

在まで、防災集団移転促進事業及び公営住宅建設等での再建が決まっている世帯は２１５世帯である。残

り１４３世帯は、個人再建等となる。 

周知の埋蔵文化財包蔵地面積６．６ｋ㎡÷新地町域面積４６．３５ｋ㎡＝約１５％から想定して、この

１４３世帯のうち、１５％程度は周知の埋蔵文化財包蔵地内に建築される見込みであり、遺跡の詳細な内

容を探るため、確認調査を実施する。（２２件） 

 また、試掘・確認調査等の事前調査を実施した内、約３割程度の件数で本発掘調査の必要があることか

ら、７件の本発掘調査を実施する。 

（「第一次新地町復興計画」の 22 ページ「（1）すまい再建事業」を参照） 

 

当面の事業概要 

＜平成２４・２５年度＞ 

 計 １１，４００千円 

  試掘・確認調査 ６，６００千円（２２件分）×２／３＝ ４，４００千円 

  本発掘調査  ２１，０００千円(  ７件分)×１／３＝ ７，０００千円 

＜平成２６年度＞ 

 計 １６，２００千円 

試掘・確認調査 ６，６００千円（２２件分）×１／３＝ ２，２００千円 

  本発掘調査  ２１，０００千円(  ７件分)×２／３＝１４，０００千円 

 

東日本大震災の被害との関係 

沿岸部において津波により全壊した集落８地区/約55.9haを災害危険区域に指定(H23.12.27告示)した事

から、防災集団移転促進事業等、集団移転先地区の整備以外の自己再建に伴う埋蔵文化財への配慮が必要

となる。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 46 事業名 農山漁村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業） 

「農業経営高度化支援事業」 

事業番号 C-1-2 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 県（直接） 

総交付対象事業費 19,411（千円） 全体事業費 19,411（千円） 

事業概要 

津波被害を受けた沿岸部の農業の復興を図るため、ほ場の大区画化等による農業生産性の向上及び担い

手への農地集積を促進し、効率的かつ安定的な農業経営の確立を目指す。このため、区画整理等の基盤整

備（ハード事業）を行うとともに、農業経営高度化支援事業（指導事業、調査・調整事業、高度経営体集

積促進事業）のソフト事業を併せ行うものである。 

指導事業：土地利用調整及び農用地の利用集積を地元組織に対し啓発、普及・指導活動を行う事業。 

調査・調整事業：農地の集積を図るため、土地利用調整や農地流動化の要望調査と農業者間や関係機関

との調整活動を行う事業。 

高度経営体集積促進事業：農地の集積先である高度経営体の育成や農地の集積促進を行う事業。 

なお、ハード事業は農用地災害復旧関連区画整理事業 作田前地区 受益面積 A=26.9ha にて実施。 

【福島県復興計画】 

（３）新たな時代をリードする産業の創出 

④産業の再生・発展に向けた基盤づくり 

  農業の持続的発展と農家が意欲とやりがいを持って営農できる環境を整えていくため、農用地の利用

集積と一体となった農地整備事業をはじめとした農業農村整備事業を推進する。 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 

 指導事業：地元組織への普及活動 

調査・調整事業：関係農家への意向調査を実施し、農業生産の面的集積及び土地利用調整を図る。 

高度経営体集積促進事業：高度経営体の経営支援として土地改良事業負担金の償還を行う。 

＜平成 26 年度＞ 

 指導事業：地元組織への普及活動 

調査・調整事業：農地集積委員会の開催等の土地利用指導活動及び先進地研修等を実施し、農業生産の面

的集積及び土地利用調整を図る。 

高度経営体集積促進事業：高度経営体の経営支援として土地改良事業負担金の償還を行う。 

東日本大震災の被害との関係 

 東日本大震災の津波により、本町の農地 980ha の 40%にあたる本町沿岸部の約 420ha が浸水し、甚大な被

害が発生した。 

 地域農業の復興を図る上で、大規模経営など効率的営農を図る必要があることから、新たな土地利用計

画に基づくほ場整備とともに高度経営体への農地の利用集積に向けた促進支援を行う。 

関連する災害復旧事業の概要 

農地・農業用施設・関連施設について災害査定実施済み。（受益面積（農地）25.4ha、査定額 282,724 千円） 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 47 事業名 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 

（漁港環境整備事業） 

事業番号 C-1-3 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 20,000（千円） 全体事業費 220,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災の津波により、釣師浜漁港においては岸壁や防波堤等の漁港施設とともに、漁港区域内に

ある漁業関係者の憩いの場所として利用されていた緑地等の環境施設も甚大な被害を被った。特に、釣師

浜漁港では今回の地震により H=60ｃｍの沈下が発生しており、漁港施設全体を嵩上げ復旧する必要があ

る。同様に環境施設においても周辺より低いままの利用では浸水による被害が懸念されることから、施設

の復旧が必要不可欠であり、漁業関係者をはじめとする利用者はその実施を強く求めている。一刻も早い

漁港環境施設の復旧とともに安全な賑わいの場の創出により、被災からの復興及び振興に寄与するもので

ある。 

【釣師浜漁港 漁港環境施設・改修（緑地・便所・休憩所等） N=1 式】 

 

新地町復興計画〔１主要施策－(２)仕事の復興－②水産業の復興〕P14 参照 

新地町復興計画〔２重点事業－(３)海のあるまち再生事業－①釣師浜漁港の復旧・復興〕P29 参照 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 

測量・調査・設計（広場、便所、照明、植栽、その他施設測量設計） 

＜平成 26 年度＞ 

本工事（広場、照明、便所、その他施設工事） 

＜平成 27 年度＞ 

本工事（広場、便所、植栽、その他施設工事） 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災での地震・津波により、前面の岸壁や防波堤の漁港施設はもとより、周辺の緑地や便所等

の漁港環境施設においても甚大な被害を被った。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

①前面の岸壁・防波堤等の漁港施設及び背後の防潮堤の漁港海岸施設 ：漁港災害復旧工事（県施工） 

②水産業共同利用施設（C-7-1）：水産業共同利用施設復興整備事業(町施工) 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 48 事業名 新地町漁業集落防災機能強化調査事業 事業番号 C-5-1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 9,000（千円） 全体事業費 9,000（千円） 

事業概要 

 東日本大震災により壊滅的な被害を受けた本町の主要な産業である水産業及び漁業集落の、円滑かつ迅

速な復興を図るため、釣師浜漁港南側の大戸浜集落において、安全・安心さらに快適で災害に強い街づく

りを目指し、本事業の土地利用高度化再編事業等を活用して生活・生産基盤を整備するための計画策定を

行う。 

 漁業、水産業従事者の津波対策として、背後高台へ５分程度で避難できる避難路の整備や集落において

は盛土による嵩上げと避難路・避難場所の整備を一体的に行い、再度の津波に対して人命を守る事を目標

とした防災対策の実施を図る。さらに当事業により整備した地区の一角に、別途「水産業共同利用施設復

興整備事業」（C-7）により水産業の復興を進めることを想定する。なお、対象地区は災害危険区域に指定

済であり、用地取得は、別途進めている防災集団移転促進事業により既に実施中である。 

新地町復興計画〔１主要施策－(２)仕事の復興－②水産業の復興〕P14 参照 

新地町復興計画〔２重点事業－(３)海のあるまち再生事業〕P28 参照 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 

基本計画 

＜平成 26 年度＞ 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災により、本町沿岸部において９００ha を超える面積が津波により被害を受け、町沿岸部に

ある釣師浜漁港でも、ほとんどの施設が流失、全壊の被害を受けている。 

 沿岸部に住んでいた多くの漁業者や水産加工業者は、自宅を津波で流され、船や漁具、漁具を収める倉

庫なども失っており、将来の見通しが立っていない状況にある。さらに追い打ちをかけるように、原発事

故によって漁業再開の見通しも立っていないため、離職を考える人も少なくない。 

 町の主要な産業である水産業がこのままでは立ち直ることもできないことが危惧されることから、町が

漁業集落防災機能強化事業を実施し、いち早い水産業の再開に向け支援を図る。 

関連する災害復旧事業の概要 

災害復旧事業により、釣師浜漁港の岸壁や防波堤の復旧が進められており、平成２５年度までに完了予

定となっている。集落内を経由する主要地方道相馬亘理線においても災害復旧事業が進められている。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 49 事業名 災害公営住宅家賃低廉化事業 事業番号 D-5-1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 7,236（千円） 全体事業費 233,964（千円） 

事業概要 

平成 23年 3月 11日の東日本大震災で家屋の流失または全壊により罹災した新地町に居住していた世帯で、

自分の資力により住宅再建が困難な世帯に対し、新たな災害公営住宅を建設するが、政令月額が 158 千円

以下の低額所得者が入居している災害公営住宅に対し、近傍同種家賃と入居者負担基準額との差額を補助

する。 

○事業量 

 新地町災害公営住宅 135 戸の家賃低廉化 

（町内で建設予定の災害公営住宅 150 戸の内、政令月額が 158 千円以下と想定される世帯は 135 戸程度と

想定される） 

 

当面の事業概要 

平成 25 年度に 36 戸、平成 26 年度に 75 戸、平成 27 年度に 39 戸の災害公営住宅の建設を完了する予定で、

管理を開始するため、家賃対策補助の対象住宅となる。 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災の被災者に賃貸する災害公営住宅係る家賃の低廉化に要する費用である。 

 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 50 事業名 東日本大震災特別家賃低減事業 事業番号 D-6-1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 1,809（千円） 全体事業費 52,461（千円） 

事業概要 

平成 23年 3月 11日の東日本大震災で家屋の流失または全壊により罹災した新地町に居住していた世帯で、

自分の資力により住宅再建が困難な世帯に対し、新たな災害公営住宅を建設するが、政令月額が 80 千円以

下の低額所得者が入居している災害公営住宅に対し、一定期間入居者が無理なく負担しうる水準まで低廉

化するため、新地町が設定した本来の家賃よりも低い家賃の設定との差額を補助する。 

○事業量 

 新地町災害公営住宅 120 戸の特別家賃低減 

（町内で建設予定の災害公営住宅 150 戸の内、政令月額が 80 千円以下と想定される世帯は 120 戸程度と想

定される） 

 

 

当面の事業概要 

平成 25 年度に 36 戸、平成 26 年度に 75 戸、平成 27 年度に 39 戸の災害公営住宅の建設を完了する予定で、

管理を開始するため、家賃対策補助の対象住宅となる。 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災の被災者に賃貸する災害公営住宅に居住する入居者の家賃について、入居者が無理なく負担

しうる水準まで減免するために必要な事業費である。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 51 事業名 新地町中島地区緊急防災空地整備事業 事業番号 D－17－2 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 97,200（千円） 全体事業費 97,200（千円） 

事業概要 

町役場に隣接し、JR 常磐線及び新地駅の移設整備が予定される中島地区において、津波防災に対応した

面的市街地整備として、都市再生土地区画整理事業により新たに復興した町のシンボルとなる地区の整備

を図を図るため、本事業実施に必要な公共用地の確保をするため用地の買収を行う。 

面積：23.7ha のうち、1.47ha（津波復興拠点整備事業を導入する街区を含む面積） 

（「（第一次）新地町復興計画」の 32、33 ページ「（4）新地駅まちなか形成事業」②土地区画整理事業の見

直し、実施を参照） 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

用地買収 

 

＜平成 25 年度＞ 

用地買収 

 

東日本大震災の被害との関係 

町役場に隣接する地区でありながら、津波により全壊 70 戸、大規模半壊 5戸、半壊２戸という被害を受け

た中島集落を安全な市街地として再生するため、宅地の嵩上げを含む新たな都市基盤施設の整備が必要で

ある。また、被災前に事業中で被災により休止となった「新地駅前土地区画整理事業」の区域についても

一体的な地区として整備を図る。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

地区に隣接する一般県道・新地停車場釣師線や砂子田川において災害復旧事業が進められている。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 52 事業名 都市公園事業（埒浜地区防災緑地）※施設費 事業番号 D－22－1 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県（直接） 

総交付対象事業費 1,020,000（千円） 全体事業費 2,240,000（千円） 

事業概要 

■埒浜地区 津波防災緑地 Ａ＝約２５．７ｈａ 【公園種別：緩衝緑地】 

 新地町埒浜地区は津波により壊滅的な被害を受け、その津波は沿岸部の集落、県道相馬亘理線、JR 常磐

線新地駅を含む前後の線路、中島地区を破壊し、新地町役場、国道６号まで浸水させた。 

本事業は、津波被害を受け集団移転を行う沿岸集落と農地の跡地（三滝川～砂子田川）に、防災緑地を

整備し、その他、防潮堤、県道相馬亘理線等と一体的に津波の減衰を図り、新地町役場や国道６号への浸

水を防ぐ減災のまちづくりを目指して実施するものである。また、この減衰効果により、町で予定してい

る中島地区土地区画整理事業エリアも浸水深が低下し事業実施が可能となっている。 

構造的には、海岸から防潮堤、防災緑地となる盛土と樹林及び背後にある緑地区域外の湛水区域、県道

相馬亘理線との組み合わせで津波の減衰を図る計画としている。 

なお、地区南端の砂子田川の南側には新地町による防災緑地が整備される。 

（「（第一次）新地町復興計画」の 28～29 ページ「(3)海のあるまち再生事業」②公園緑地の整備を参照） 

また、埒浜地区防災緑地は、「新地町復興整備計画」及び「新地町地域防災計画」に、10 戸以上の市街地

や主要な公共施設（新地町役場、国道 6号）を直接的に防御するものとして、津波被害を軽減する機能（津

波の減衰、漂流物の捕捉）を位置づける予定である。 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

 地形測量、用地測量、緑地設計 

＜平成 25 年度～平成 27 年度＞ 

 盛土工 V=300,000m2、植栽工 N=125,000 本、園路工等施設 1式 

東日本大震災の被害との関係 

 津波による甚大な被害を受けた埒浜集落のほぼ全域が災害危険区域の指定（H23.12.27 告示）を受けて 

おり、集団移転事業が進められている。この跡地を活用し防災緑地の整備を進める。 

新地町「防災のまちづくり」におけるインフラ整備の基本的な考え方は、防災拠点となる役場と国道 6 号

を浸水から守ることとしているため、海岸堤防及び防災緑地を主たる津波防御施設としてシミュレーショ

ンを行い、本事業の規模を計画している。 

関連する災害復旧事業の概要 

 予定地区内の沿岸部に位置する海岸防潮堤において災害復旧事業が進められている。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 53 事業名 都市公園事業（釣師地区防災緑地）※施設費 事業番号 D－22－2 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 690,000（千円） 全体事業費 1,340,000（千円） 

事業概要 

■釣師地区 津波防災緑地 Ａ＝約１８．１ｈａ 【公園種別：緩衝緑地】 

 新地町釣師地区は津波により壊滅的な被害を受け、その津波は沿岸部の集落、県道相馬亘理線、JR 常磐

線新地駅を含む前後の線路、中島地区を破壊し、新地町役場、国道６号まで浸水させた。 

本事業は、津波被害を受け集団移転を行う沿岸集落と農地の跡地（砂子田川～濁川）に、防災緑地を整

備し、その他、防潮堤、県道相馬亘理線等と一体的に津波の減衰を図り、新地町役場や国道６号への浸水

を防ぐ減災のまちづくりを目指して実施するものである。また、この減衰効果により、町で予定している

中島地区土地区画整理事業エリアも浸水深が低下し事業実施が可能となっている。 

構造的には、海岸から防潮堤、防災緑地となる盛土と樹林及び背後にある緑地区域外の湛水区域、県道

相馬亘理線との組み合わせで津波の減衰を図る計画としている。 

なお、地区南端の砂子田川の北側には福島県による防災緑地が整備される。 

（「（第一次）新地町復興計画」の 28～29 ページ「(3)海のあるまち再生事業」②公園緑地の整備を参照） 

また、釣師地区防災緑地は、「新地町復興整備計画」及び「新地町地域防災計画」に、10 戸以上の市街地

や主要な公共施設（新地町役場、国道 6号）を直接的に防御するものとして、津波被害を軽減する機能（津

波の減衰、漂流物の捕捉）を位置づける予定である。 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

 地形測量、用地測量、緑地設計 

＜平成 25 年度～平成 27 年度＞ 

 盛土工、植栽工、園路広場等１式 

東日本大震災の被害との関係 

 津波による甚大な被害を受けた釣師集落のほぼ全域が災害危険区域の指定（H23.12.27 告示）を受けて 

おり、集団移転事業が進められている。この跡地を活用し防災緑地の整備を進める。 

新地町「防災のまちづくり」におけるインフラ整備の基本的な考え方は、防災拠点となる役場と国道 6 号

を浸水から守ることとしているため、海岸堤防及び防災緑地を主たる津波防御施設としてシミュレーショ

ンを行い、本事業の規模を計画している。 

関連する災害復旧事業の概要 

 予定地区内の沿岸部に位置する海岸防潮堤において災害復旧事業が進められている。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

福島県 (新地町)復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成 25 年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 55 事業名 埋蔵文化財発掘調査事業 事業番号 A-4-6 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 12,072（千円） 全体事業費 12,072（千円） 

事業概要 

福島県が事業主体となる復興交付金事業のうち、新地町内で行う道路事業、都市公園事業に関連する埋

蔵文化財発掘調査事業で、今回は下記の地区に関するものである。 

① 道路事業については、「相馬亘理線」「新地停車場釣師線」「金山新地停車場線」の事業地、都市公園事

業については「埒浜地区」の事業地を対象とし、各事業地はそれぞれ周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接

する。 

② 各地区とも開発範囲が広範であることから、これまでに知られていない埋蔵文化財包蔵地が存在する

可能性がある。 

③ 分布・試掘・確認調査を実施することで、事業地に存在する埋蔵文化財を可能な限り早期に把握し、

調査によって得られた成果（遺跡詳細データ）を事業実施者側にその都度提供することで、遺跡が多

数存在する場所の工法を変更することが可能となる。工法変更により遺跡を破壊する部分（本発掘調

査）を最低限に留めることで、結果として同事業の円滑な推進を図ることが可能となる。(本発掘調査

を回避することで、事業全体の時間的、費用的な削減を図る。) 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 

分布調査および試掘・確認調査 (計 11,388 千円) 

 ・分布調査および試掘・確認調査 1,424 ㎡×8千円＝11,388 千円 

 

東日本大震災の被害との関係 

津波による海水の冠水および地殻変動による地盤沈下 

 

関連する災害復旧事業の概要 

都市公園（防災緑地）予定地区内の沿岸部に位置する海岸防潮堤において災害復旧事業が進められている。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

  



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 56 事業名 被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設等整備導

入調査事業） 

事業番号 C-4-1-1 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 2,000（千円） 全体事業費 2,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災による津波被害を受けた沿岸部の農業の迅速な復興を図るため、町が農業基盤再生に必要

な施設を整備し、また農業用機械を導入し農業者等へ貸与することによって、地域の意欲ある経営体の育

成及び早期の経営再開を総合的に支援するための調査を実施する。また、施設整備の必要性がある場合に

は、別途測量及び設計を行うこととなる。 

▽事業量 

被災した農業者で構成する農業法人（設立予定を含む）及び集落営農（設立予定を含む）に必要な施設・

農業用機械の調査 

▽位置付け 

（「第一次新地町復興計画」の 13 ページ「（２）仕事の復興、①農業の復興」を参照） 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 

地域等の合意形成及び意向調査 

＜平成 26 年度＞ 

農業用機械の導入 

対象施設の測量・設計・工事 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災により、本町の農地 980ha の 40％にあたる約 420ha が被害を受けました。被災農家では農

業機械の多くを津波に流されて農機被害額は約 6.9 億円と見積られることから、農地が復旧しても農業を

続けられるか大きな不安を抱いております。 

これから、農業復興組合や災害復旧事業で作付け可能な農地が増えていくに伴い、意欲ある被災農家の

経営再開を後押しするため、意向調査を行い必要な農業機械や施設を把握する。 

関連する災害復旧事業の概要 

農地災害復旧工事（町）24 地区（H24 年度完了予定 175ha、H25 年度以降完了予定 110ha） 

農用地災害復旧関連区画整理事業（県）作田前地区（H27 年度完了予定 28ha） 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｃ－４－１（今後に申請予定） 

事業名 被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設等整備導入事業） 

交付団体 新地町 

基幹事業との関連性 

当事業は、基幹事業に取り組む前段として、事業への需要や利用意向、対象箇所等を調査しつつ地域等

の合意形成を図り、円滑な事業実施に繋げるために実施する。 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 57 事業名 新地駅周辺被災市街地復興土地区画整理事業 事業番号 D－17－3 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 1,000,000（千円） 全体事業費 4,077,000（千円） 

事業概要 

 

町役場に隣接し、JR 常磐線及び新地駅の移設整備が予定される中島地区において、津波防災に対応した

面的市街地整備として、都市再生土地区画整理事業により新たに復興した町のシンボルとなる地区の整備

を図る。（地区内一部において、津波復興拠点事業も導入。） 

本事業は、被災市街地復興土地区画整理事業として、新駅を中心とした町の拠点及び土地の嵩上げ等津

波防災に対応した整備を行う。 

面積：23.7ha 

（「（第一次）新地町復興計画」の 32、33 ページ「（4）新地駅まちなか形成事業」②土地区画整理事業の

見直し、実施を参照） 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度～27 年度＞ 

宅地造成工事、公共施設整備（区画道路等、水路、公園、広場等）、換地諸費、測量試験費、移転移設費 

 

東日本大震災の被害との関係 

 

町役場に隣接する地区でありながら、津波により全壊 70 戸、大規模半壊 5戸、半壊２戸という被害を受け

た中島集落を安全な市街地として再生するため、宅地の嵩上げを含む新たな都市基盤施設の整備が必要で

ある。また、被災前に事業中で被災により休止となった「新地駅前土地区画整理事業」の区域についても

一体的な地区として整備を図る。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

地区に隣接する一般県道・新地停車場釣師線や砂子田川において災害復旧事業が進められている。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

  



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 58 事業名 都市公園事業（埒浜地区防災緑地）※用地費 事業番号 Ｄ－２２－３ 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県（直接） 

総交付対象事業費 1,080,000（千円） 全体事業費 1,260,000（千円） 

事業概要 

■埒浜地区 津波防災緑地 Ａ＝約２５．７ｈａ 【公園種別：緩衝緑地】 

 新地町埒浜地区は津波により壊滅的な被害を受け、その津波は沿岸部の集落、県道相馬亘理線、JR 常磐

線新地駅を含む前後の線路、中島地区を破壊し、新地町役場、国道６号まで浸水させた。 

本事業は、津波被害を受け集団移転を行う沿岸集落と農地の跡地（三滝川～砂子田川）に、防災緑地を

整備し、その他、防潮堤、県道相馬亘理線等と一体的に津波の減衰を図り、新地町役場や国道６号への浸

水を防ぐ減災のまちづくりを目指して実施するものである。また、この減衰効果により、町で予定してい

る中島地区土地区画整理事業エリアも浸水深が低下し事業実施が可能となっている。 

構造的には、海岸から防潮堤、防災緑地となる盛土と樹林及び背後にある緑地区域外の湛水区域、県道

相馬亘理線との組み合わせで津波の減衰を図る計画としている。 

なお、地区南端の砂子田川の南側には新地町による防災緑地が整備される。 

（「（第一次）新地町復興計画」の 28～29 ページ「(3)海のあるまち再生事業」②公園緑地の整備を参照） 

また、埒浜地区防災緑地は、「新地町復興整備計画」及び「新地町地域防災計画」に、10 戸以上の市街地や

主要な公共施設（新地町役場、国道 6 号）を直接的に防御するものとして、津波被害を軽減する機能（津

波の減衰、漂流物の捕捉）を位置づける予定である。 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度～平成 26 年度＞ 

 用地補償 

東日本大震災の被害との関係 

津波による甚大な被害を受けた埒浜集落のほぼ全域が災害危険区域の指定（H23.12.27 告示）を受けて 

おり、集団移転事業が進められている。この跡地を活用し防災緑地の整備を進める。 

新地町「防災のまちづくり」におけるインフラ整備の基本的な考え方は、防災拠点となる役場と国道 6 号

を浸水から守ることとしているため、海岸堤防及び防災緑地を主たる津波防御施設としてシミュレーショ

ンを行い、本事業の規模を計画している。 

関連する災害復旧事業の概要 

 予定地区内の沿岸部に位置する海岸防潮堤において災害復旧事業が進められている。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

新地町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 59 事業名 都市公園事業（釣師地区防災緑地）※用地費 事業番号 D－22－4 

交付団体 新地町 事業実施主体（直接/間接） 新地町（直接） 

総交付対象事業費 160,000（千円） 全体事業費 160,000（千円） 

事業概要 

■釣師地区 津波防災緑地 Ａ＝約１８．１ｈａ 【公園種別：緩衝緑地】 

 新地町釣師地区は津波により壊滅的な被害を受け、その津波は沿岸部の集落、県道相馬亘理線、JR 常磐

線新地駅を含む前後の線路、中島地区を破壊し、新地町役場、国道６号まで浸水させた。 

本事業は、津波被害を受け集団移転を行う沿岸集落と農地の跡地（砂子田川～濁川）に、防災緑地を整

備し、その他、防潮堤、県道相馬亘理線等と一体的に津波の減衰を図り、新地町役場や国道６号への浸水

を防ぐ減災のまちづくりを目指して実施するものである。また、この減衰効果により、町で予定している

中島地区土地区画整理事業エリアも浸水深が低下し事業実施が可能となっている。 

構造的には、海岸から防潮堤、防災緑地となる盛土と樹林及び背後にある緑地区域外の湛水区域、県道

相馬亘理線との組み合わせで津波の減衰を図る計画としている。 

なお、地区南端の砂子田川の北側には福島県による防災緑地が整備される。 

（「（第一次）新地町復興計画」の 28～29 ページ「(3)海のあるまち再生事業」②公園緑地の整備を参照） 

・対象面積 約 3.6ha 

※ 計画地のうち、大半の敷地は別途の防災集団移転事業で町が既に買収着手済のため、当事業による買

収対象面積は約 3.6ha となるので、用地補償費もこの面積により算出している。 

 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞  

 用地補償 

 

東日本大震災の被害との関係 

 津波による甚大な被害を受けた釣師集落のほぼ全域が災害危険区域の指定（H23.12.27 告示）を受けて 

おり、集団移転事業が進められている。この跡地を活用し防災緑地の整備を進める。 

新地町「防災のまちづくり」におけるインフラ整備の基本的な考え方は、防災拠点となる役場と国道 6 号

を浸水から守ることとしているため、海岸堤防及び防災緑地を主たる津波防御施設としてシミュレーショ

ンを行い、本事業の規模を計画している。 

関連する災害復旧事業の概要 

 予定地区内の沿岸部に位置する海岸防潮堤において災害復旧事業が進められている。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 


